
   

京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和３年３月３０日京都市条例第   

号）（保健福祉局生活福祉部保険年金課） 

  国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第２７０号）及び健康

保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８１号）の施行により国民健

康保険法施行令の一部が改正されたことに伴い，次のとおり必要な措置を講じることと

しました。 

１ 基礎賦課額の所得割額の算定に係る所得の額の算定に関する変更 

   基礎賦課額の所得割額の算定に係る所得の額について，低未利用土地等を譲渡した

場合の譲渡所得に係る特別控除適用後の金額とすることとしました。 

２ 被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額することができる世帯の所得の基準

額の改定 

   次のとおり，保険料の賦課額のうち，被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額

することができる世帯の所得の基準額を改定することとしました。 

区  分 改 正 前 改    正    後      

第１７条の２

第１項の規定

により減額す

る世帯を判定

する基準とな

る所得 

３３０，０００円

に当該世帯に属す

る被保険者等の数

に２８５，０００

円を乗じて得た金

額を加算した額 

４３０，０００円（世帯主等のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては，これに当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１００，

０００円を乗じて得た金額を加えた金額）に当

該世帯に属する被保険者等の数に２８５，００

０円を乗じて得た金額を加算した額 

同条第２項の

規定により減

額する世帯を

判定する基準

となる所得 

３３０，０００円

に当該世帯に属す

る被保険者等の数

に５２０，０００

円を乗じて得た金

額を加算した額 

４３０，０００円（世帯主等のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては，これに当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１００，

０００円を乗じて得た金額を加えた金額）に当

該世帯に属する被保険者等の数に５２０，００

０円を乗じて得た金額を加算した額 

注 「被保険者等」とは，被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６

条第８号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって，当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。）をいう。 

「世帯主等」とは，世帯主，その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属

者をいう。 

「給与所得者等の数」とは，給与所得を有する者の数及び公的年金等に係る所

得を有する者の数の合計数をいう。 

  この条例は，令和３年４月１日から施行することとしました。
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 京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和３年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 京都市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

 第１２条第１項第３号中「第３５条の２第１項」の右に「，第３５条の３第１項」を加

える。 

第１７条の２第１項各号列記以外の部分中「及び特定同一世帯所属者」の右に「（以下

この項及び次項において「世帯主等」という。）」を加え，「第３１４条の２第２項に規定す

る金額」を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得を有す

る者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定す

る給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この項

において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳

未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００円を超える者に限り，年

齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える

者に限る。）をいい，給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この項及び次項に

おいて「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては，地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改め，同条第２項中「世帯主，その世帯に属する被

保険者及び特定同一世帯所属者」を「世帯主等」に，「第３１４条の２第２項に規定する金

額」を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては，同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改める。 

 附則第３項中「及び第２項中」を「中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額（所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得については，同条第２項第１号の

規定により計算した金額から１５０，０００円を控除した金額によるものとする。）及び」
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と，「おける同法」とあるのは「おける地方税法」と，「１，１００，０００円」とある

のは「１，２５０，０００円」と，同条第２項中」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市国民健康保険条例の規定は，令和３年度分の保険料か

ら適用し，令和２年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

（保健福祉局生活福祉部保険年金課） 


